
 
 

原子力規制検査で用いる事業者の確率論的リスク評価（ＰＲＡ） 
モデルの適切性確認について（第２回） 

 

令和２年３月 25 日 

原 子 力 規 制 庁 

１．経緯  

２．今後の進め方 

〇伊方３号機ＰＲＡモデルは適切に作成されていたことから、上記の修正箇所など

の反映状況などに留意して、令和２年度からの原子力規制検査の本格運用で活用

していく。事業者が修正したＰＲＡモデルについては、随時事業者から貸与を受

けていく。 

〇他プラントのＰＲＡモデルも順次このガイドに沿って適切性を確認していくこと

とし、原子力規制委員会に対しては原子力規制検査の四半期報告の中で適切性確

認結果を報告する。 

〇ＰＲＡモデルの更新時の確認については、原則として設備の追加等に伴いＰＲＡ

モデルが大規模に改訂された際に、変更点を中心に実施する。 

 

（略）
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　 四国電力株式会社伊方３号機ＰＲＡモデルの適切性確認結果 

 

令和２年３月 25 日 

原 子 力 規 制 庁 

１．経 緯 

 原子力規制検査において事業者が作成した確率論的リスク評価（以下、「ＰＲＡ」と

いう。）モデルを活用するため、平成２９年１０月、原子力規制庁は四国電力株式会社

（以下、「四国電力」という。）が開発していた伊方発電所３号機（以下、「伊方３号機」

という。）の内部事象出力運転時レベル１ＰＲＡモデルの提示を受けた。このＰＲＡ

モデルを確認するため、海外専門家によるＰＲＡモデルの確認を傍聴し、ＰＲＡモデ

ルについて合計２６５個の質問を提示し、１５回の事業者面談によりＰＲＡモデルを

確認した。さらに、米国原子力規制委員会（以下、「米国ＮＲＣ」という。）に伊方３

号機のＰＲＡモデルの確認を依頼した。ＰＲＡモデルの確認に係る経緯を参考１に示

す。 

 

２．確認の方法 

 原子力規制庁は、「検査制度の見直しに関する検討チーム」（以下、「検討チーム」と

いう。）における議論を踏まえ、図１に示すＰＲＡモデルの確認フローを作成し、伊方

３号機のＰＲＡモデルを確認した。 

この確認において、まず事業者が実施するピアレビューもしくは海外専門家による

確認を傍聴することで、第３者によるＰＲＡモデルの確認が適切に実施されているこ

とを確認した。その後、事業者が作成したＰＲＡモデル及びＰＲＡモデル説明書の提

示を受け、原子力規制検査において使用するうえで技術的に適切であるかを確認した。 

ＰＲＡモデルの適切性については、ＰＲＡに係る安全研究で得た知見 、日本原子

力学会のＰＲＡ実施基準 、米国機械学会及び米国原子力学会のＰＲＡ標準などを参

考に、ＰＲＡモデルの確認に必要な項目を設定し、それぞれの確認項目について、次

の３つの視点が満足されているかについて確認した。 

① 設計、運転管理、運転経験などのプラント情報を適切に反映していること。 

② 起因事象の発生箇所や規模を特定するなど、評価結果に影響するようなモデ

ル化の仮定が適切であること。 

③ 他の類似のＰＲＡモデルと比べて、ＰＲＡモデルの差異の根拠が明確なこと。 

 上記の確認の他、米国ＮＲＣの専門家にＰＲＡモデルの結果である炉心損傷頻度、

炉心損傷となる緩和設備の故障の組み合わせ、機器の重要度などを提示して確認を依

頼した。 

 

３．確認結果 

（１）適切性の判断 

  伊方３号機のＰＲＡモデルに関しては、（２）の①～③の視点から適切性確認を
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行った結果、原子力規制検査で活用するにあたり大きな問題は確認されなかった。

ただし、要修正箇所が３点及び中長期的な改善箇所が４点あることが確認された。 

 

（２）ＰＲＡモデル適切性について 

 ①設計、運転管理、運転経験等のプラント情報 

 適切にプラントのリスク評価を行うためには、プラントの設計情報、運転管理

及び運転経験の情報を下記のモデル及びパラメータに反映することが必要である。 

 起因事象の選定、起因事象の発生頻度 

 事故の進展の解析 

 事故の進展を模擬したイベントツリー 

 緩和設備のフォールトツリー 

 機器故障の確率及び共通原因故障の確率 

 運転員の操作過誤 

   

  確認の結果、 

 詳細な設計情報がフォールトツリーに反映されていた。 

 事故進展の解析に基づきイベントツリーが作成されていた。 

 運転管理及び運転経験は、起因事象の発生頻度及び機器故障確率を算出

する際におおむね適切に使用されていた。 

ことなどから、適切にプラントの設計情報、運転管理及び運転経験がモデル及び

パラメータに反映されていることを確認した。 

 

 

 ②起因事象の発生箇所等のモデル化 

 起因事象の発生箇所、発生原因などの設定において、過度に厳しいもしくは甘

い評価結果にならないように、発生箇所ごとに評価すること、発生原因をフォー

ルトツリーなどでモデル化することをして、リスク評価を実施する必要がある。 

 原子炉冷却材漏えい事故については、発生箇所を一番厳しい箇所で代表させる

モデル化をしていたものの、リスク評価結果に影響しないことを確認した。また、

緩和設備のサポートをする原子炉補機冷却系統などの故障を原因とする起因事象

については、詳細にフォールトツリーを用いてモデル化していることを確認した。 

 

 ③他の類似のＰＲＡモデルとの比較 

 伊方３号機のＰＲＡモデルについては、事業者から提示を受けた初めてのＰＲ

Ａモデルであり、国内における類似のプラントのＰＲＡモデルはなかったことか

ら、原子力規制庁の安全研究において開発を継続しているＰＲＡモデルと比較し

た。 

 比較の結果、伊方３号機のＰＲＡモデルは詳細な設計情報、運転管理及び運転

経験が反映されており、原子力規制検査で使用するうえで支障となるような大き

な課題は見られなかった。 
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なお、米国ＮＲＣの確認の結果、原子力規制検査等のリスク情報を活用した活

動において使用するうえで支障となるような大きな課題は見られなかった。 

 

（３）修正が必要な事項 

ＰＲＡモデルの一部において、表１に示すように要修正箇所が３点確認された。

また、表２に示すように中長期的な改善箇所が４点確認された。 

 

①設計、運転管理、運転経験等のプラント情報に係る箇所 

起因事象の一つである外部電源喪失の発生頻度が適切に算出されていないこと

が確認された。さらに、緩和設備のサポートをする原子炉補機冷却系統などの共

通原因故障確率の設定が適切でない箇所が確認された。 

 また、イベントツリーについては、安定に停止したプラントの状態を成功の状

態とする必要があるが、冷温停止及び冷温停止に失敗した高温停止の２つの状態

を安定状態と定義していることが確認された。さらに安定に停止したプラントの

状態に至るまでの時間を２４時間と統一しており、安定に停止したプラント状態

を冷温停止とした場合、事故シーケンスによっては緩和設備に長期間の動作が要

求されるものもある。 

上記の箇所に加え、成功基準解析については、使用したコードが許認可解析で

用いたコード（ＳＡＴＡＮ－Ｍ、ＷＲＥＦＬＯＯＤ、ＬＯＣＴＡ－Ⅳ等）であり、

さらに解析条件は許認可解析の条件もしくは許認可解析の条件に類似した条件を

用いており、大きな保守性を含んだ解析であることが確認された。 

これらの箇所は、直ちに修正することが困難であるものの、今後修正すべき箇

所として中長期的な改善箇所とした。 

 

②起因事象の発生箇所等のモデル化に係る箇所 

緩和設備のサポートをする原子炉補機冷却系統などは定期的に運転を切り替え

る運用になっているにも関わらず、フォールトツリーにこのような運用が反映さ

れていないことが確認された。 

さらに、冗長性のある機器のうち運転状態が違う機器についても、共通原因故

障をモデル化すべきところ、運転状態が違う機器については共通原因故障がモデ

ル化されていなかった。 

 

③他の類似のＰＲＡモデルとの比較に係る箇所 

使用している国内機器故障率は、米国の機器故障率に比べ１桁から２桁小さい

値であるにも関わらず、この差異について分析されていないことが確認された。

この箇所は直ちに修正することが困難であるものの、今後修正すべき箇所として

中長期的な改善箇所とした。 

 

４．原子力規制検査での活用に係る留意点 
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 上述した修正が必要な事項に関係するリスク評価については、リスク重要度が適切

に算出されない可能性があることから、感度解析を実施するなど留意してＰＲＡモデ

ルを活用する。 

具体的な留意点及び対応方法を次に示す。 

 

（１）要修正箇所に係る留意点 

外部電源喪失事象の発生頻度については、令和３年度末までに事業者が修正する

ことになっているが、令和２年度からのＰＲＡモデルの活用に際しては、原子力規

制庁が暫定的に算出した外部電源喪失の発生頻度を使用することとする。 

また、次に示す系統に関係する検査指摘事項については、リスク重要度が低く算

出される可能性があることから、実際の重要度評価にあたっては感度解析を実施す

るなど保守的な評価が必要である。 

 

〇緩和設備のサポート系（原子炉補機冷却系、原子炉補機冷却海水系など） 

定期的に運転するトレインを切り替える運用がモデル化されていないため、共通  

原因故障の設定に係る修正箇所については、令和元年度末までに事業者が修正する

予定であることから、原子力規制庁は修正箇所を確認し、修正されたＰＲＡモデル

を活用することとする。 

 

（２）中長期的な改善箇所に係る留意点 

安定に停止したプラントの状態については、原子力規制庁が高温停止、冷温停止

及び冷温停止に失敗した高温停止の３つの状態におけるリスク重要度への影響を

感度解析によって把握する。 

また、使用している機器故障率が米国の機器故障率と比べて低く、リスク重要度

が低く算出される可能性があるため、原子力規制庁が米国の機器故障率などを用い

た感度解析を実施して、リスク重要度への影響を把握する。なお、事業者において

は、ＰＲＡのために個別プラントの機器故障率に係るデータを収集しており、この

データをもとにプラント平均の故障率を令和元年度末までに算出する予定となっ

ている。その後、四国電力はこれらのデータ等を用いて、伊方３号機の故障率を整

備する予定となっている。 

さらに、大きな保守性を含んだ成功基準解析については、成功基準を変更した場

合の感度解析を実施して、リスク重要度への影響を把握する。また、事業者が最確

推定の解析作業を実施していることから、事業者が実施する解析について、使用し

た解析コード、解析条件及び解析結果を確認するとともに、解析結果が適切にＰＲ

Ａモデルへ反映されていることを確認していく。 
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表１  伊方３号機のＰＲＡモデルの修正箇所一覧 

 

番号 修正箇所 理由 今後の方針 

１ 外部電源喪失の発生頻度 外部電源喪失の原因となる自然災害（地震、風雪等）、送電

網の不具合、送電線の不具合等の特徴は、プラント型式で

大きな差異はないため、ＰＷＲ及びＢＷＲの運転経験を含

めることが適切である。なお、これまでに発生した地震の

うち、直接プラント内の機器等に影響を与えず外部電源を

喪失させた地震については、内部事象ＰＲＡの外部電源喪

失に含めることが適切である注１）。 

令和３年度末ま

でに事業者がＰ

ＲＡモデルを修

正 

２ 交互運転している系統（原子炉補

機冷却系等）のモデル化（フォー

ルトツリー） 

原子炉補機冷却系、原子炉補機冷却海水系、制御用空気系

等のように、非常時において必要な設備でかつ常時運転し

ている系統は、定期的に運転するトレインを切り替える運

用になっている。そのため、このような系統は、運用を考慮

してモデル化することが適切である。 

令和３年度末ま

でに事業者がＰ

ＲＡモデルを修

正 

３ 共通原因故障の範囲及び発生頻度 共通原因故障を考慮する機器の範囲について、冗長性のあ

る機器のうち運転状態が違う機器についても共通原因故障

を考慮することが適切である。また、共通原因故障により

起因事象が発生する可能性がある場合、その共通原因故障

は、１年間に発生する頻度を算出することが適切である。 

発生頻度につい

ては、令和元年度

末までに事業者

がＰＲＡモデル

を修正 

注１） 地震時を対象にしたＰＲＡにおいては、一般的に、地震によりプラントが停止するような事象を評価対象にする。 
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表２  伊方３号機のＰＲＡモデルの中長期的な改善箇所一覧 

 

番号 修正箇所 理由 今後の方針 

１ 冷温停止及び冷温停止に失敗した

高温停止の２つの状態を安定状態

と定義している 

安定状態を複数設定することで、全炉

心損傷頻度、機器の重要度等に及ぼす

影響が定かではないため。 

原子力規制庁が、安定状態の定義の違

いによる影響を評価 

２ 緩和機能の継続を必要とする時間

（使命時間）を一律２４時間とし

ている。 

安定状態の定義により、２４時間以上

の使命時間が必要な場合もあるため。 

３ 機器故障率に、国内機器故障率を

用いている。 

国内機器故障率は、米国の機器故障率

に比べ１桁から２桁程度小さい値で

あるため、この差異を分析する必要が

ある。 

事業者が機器故障率の算出方法を検討

中 

なお、令和元年度末までにプラント平

均の故障率を算出。その後、伊方３号機

の故障率を整備する予定 

４ 大きな保守性を含んだ成功基準解

析を実施している。 

成功基準解析は、プラントの状態を精

度良く解析できる最適評価コードを

用い、評価対象プラントの状態に対応

した解析条件を用いた最確推定が好

ましいため。 

事業者が最確推定の成功基準解析を実

施中 
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①事業者のPRAモデル

②事業者のPRAモデルの適
切性の確認

③PRAモデルの修正箇所の
提示（修正箇所がある場合）

④PRAモデル修正
案の検討

修正案を
合意

⑤事業者が、事業者のPRA
モデルを修正

⑥規制庁が、事業者のPRA
モデルを変更

規制庁、事業者で
実施

事業者が作成

修正案を不合意

変更したPRAモデル

事業者が修正

規制庁で実施

事業者が実施

米国NRC職員によるレビュー

• ROPの経験からみた
PRA結果等のレビュー

海外専門家レビュー

修正版の事業者PRAモデル

海外専門家再レビュー

・レビュー報告書の確認
・コメントの反映状況の確認
・コメント反映前後の結果の比較 等

規制庁が依頼するサポート

事業者が作成
規制庁による確認及び
レビューへの参加

規制庁が行うPRAモデル
の適切性の確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．原子力規制検査で使用するＰＲＡモデルの確認フロー 
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参考１ 

 

検討チームにおける伊方３号機のＰＲＡモデル確認の経緯 

 

平成２９年４月： 伊方３号機のＰＲＡモデルの整備に係る進捗状況を聴取。 

平成２９年８月： 伊方３号機のＰＲＡモデルを確認及び活用する上で必要となる

資料を確認。 

平成２９年１０月： 事業者は、開発途中の伊方３号機のＰＲＡモデルを提示。 

平成２９年１２月： 第１４回検査制度の見直しに関するワーキンググループにて、

事業者のＰＲＡモデル開示及びＰＲＡモデルの確認フローにつ

いて議論。 

平成３０年４月： 伊方３号機のＰＲＡモデルの開示の条件について意見交換。 

平成３０年７月： ＰＲＡモデルの適切性の確認項目を開示。 

平成３０年８月： 事業者が実施した海外専門家レビューを傍聴。 

平成３０年９月： ＰＲＡモデルの確認を効率化するため、事業者が実施する海外

専門家レビューの活用や米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）の職

員による確認の活用を検討。 

平成３０年１１月： 事業者は、開発途中の伊方３号機のＰＲＡモデルを再提示。 

平成３１年１月： 提示を受けたＰＲＡモデルを対象にした質問を事業者に提示。 

平成３１年２月： 提示を受けたＰＲＡモデルを対象にした質問の２回目を事業者

に提示。事業者は、１月に提示した質問について回答。 

平成３１年４月： 事業者は、原子力規制検査で使用予定のＰＲＡモデルを提示。

事業者は、２月までに提示した質問について回答。 

令和元年５月： 提示を受けたＰＲＡモデルを対象にした質問の３回目を事業者

に提示。事業者は、２月までに提示した質問について回答。 

米国ＮＲＣの職員にＰＲＡモデルの確認を依頼。 

令和元年７月： 事業者は、５月までに提示した質問について回答。 

令和元年８月 

～令和２年２月： 

 

事業者の質問回答を確認。 

令和元年９月： 米国ＮＲＣの職員がＰＲＡモデルの確認を実施。 
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